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平成１５年度業務実績評価調書：独立行政法人海上技術安全研究所 

業 務 運 営 評 価（個別項目ごとの認定） 
 

項 目 評定結果 評定理由 意見 
中期計画 平成１５年度計画    

１．業務運営の効率化に関する目標
を達成するためにとるべき措置 
（１）組織運営の改善 
(研究戦略の立案・調整) 
基本的な方針の企画と各研究組織間
の総合調整を行うための体制を強化
する。 

平成１３年度に設置した運営戦
略会議において、引き続き、次
年度以降研究所が実施する調
査、研究及び開発に関する検討
を行うほか、中期計画及び年度
計画の実施に係る総合的な調
整、進行管理及び評価を行う。 

３ 

研究の段階や性格別に基盤―萌芽―
開発という新たな研究分類を設け、そ
の研究分類ごとに成果に応じた評価
方法を導入するとともに、人件費や減
価償却費を含む研究総コストの算出
方法を策定した。 
更に、それらを用いた研究マネージメ
ント方法を改善し、より的確な研究評
価や研究資源の配置を実現するなど、
極めて意欲的な運営を行っている。 
その他、次期中期計画を視野に入れ、
研究所において今後強化すべき工学
分野を決定するため、産学官へのヒア
リング等を経て、ニーズの大きい６分
野を候補として決定する等、研究効率
の改善や研究潜在能力を高めるため
の努力が行われており、特に優れた実
施状況にあると言える。 
 

研究総コスト管理が策定され
た成果についての合理的評価
が伴う必要がある。また、今後
研究所が強化すべき工学 6 分
野については、次期中期計画で
目指す事は良しとしても、所掌
分野全面展開は戦略として理
解しがたい。冷静なベンチマー
キングが必要である。 



 

  

（横断的研究テーマへの円滑な対
応） 
各部から研究テーマに応じた研究者
を登用して円滑な対応を図る。 

国からの受託研究、競争的資金
によるプロジェクト研究のう
ち、研究の円滑な推進を図るた
め理事長が特に必要と判断した
ものについては、領域の枠を超
えた研究プロジェクトチームを
設置し効率的な対応を行う。 
なお、本年度は、国からの受託
研究３件及び競争的 
資金を用いて行う研究３件につ
いて、研究プロジェクトチーム
を引き続き設置する。 

２ 

研究要素における専門分野の多様性、
横断的調整の必要性、予算規模などを
総合的に勘案し、理事長が定めた研究
プロジェクトチーム６件（国からの受
託研究３件及び競争的資金を用いて
行う研究３件）を引き続き設置した。
また、研究員 162 名中の 92 名
（55%）が何れかのプロジェクトチ
ームに関わり、更に任期付研究員や客
員研究員を利用することでそれぞれ
の研究が円滑に進められており、中期
目標の達成に向け着実な実施状況に
ある。 

横断的研究への対応のため、定
例の研究発表会や意見交換会
がより充実することを期待す
る。 

（組織運営に関する継続的な検討） 
研究組織の今後の運営状況を踏ま
え、そのあり方について継続的に検
討を行う。 

組織運営の一層の効率化の観点
から、研究グループ制の導入や
１０部ある研究部を４領域に大
括り化したこと、また、企画部
及び研究計画課の設置、研究統
括主幹の設置等企画部門を強化
したこと等について、その運営
状況を把握し、必要に応じて改
善を図る。 

３ 

次期中期計画への移行に備えた中長
期的な戦略を立案するための経営計
画主幹の設置など必要な組織の増強
を行う一方、舶用原子炉を用いた研究
ニーズの変化に対応し、東海原子力研
究グループを廃止し、原子力研究機能
を三鷹に集約する等、効率性の観点か
ら組織の統合集約も行った。 
特に、物流の研究は現在、政治的・経
済的に国際社会の要請が大きいもの
であり、海上を中心とした物流の研究
分野での中核的研究機関となること
を目指す物流研究センターの設置は，
新たなニーズ開拓の成功として評価
でき、特に優れた実施状況にあると言
える。 

各研究者の専門領域を広げな
ければ、特定の研究者だけに仕
事が集中することになるため、
組織編成と合わせて考慮すべ
きである。 

 



 

  

（研究者の流動性の確保） 
他の研究機関や行政庁等との人事交
流を行い、研究者の流動性を高める。 

研究の活性化を図るため、今年
度も引き続いて雇用する若手の
任期付き研究者５名を効果的に
活用し、また、大規模プロジェ
クト研究の効率的な実施のため
に経験豊富な研究者を採用す
る。更に、他の研究機関や行政
庁等との人事交流を引き続き実
施する。 

２ 

任期付き研究者を新規に４名採用し、
昨年採用の５名と共に研究所の大規
模プロジェクトチーム等へ配置した。
また、行政ニーズを研究分野に的確に
反映させるため、行政官５名を研究部
門に受け入れ、研究者６名を行政機関
等に出向させる等、計画どおり研究者
の流動性が確保されている。 
その他、国際機関への人の派遣や連携
大学院協定に基づく客員教授の派遣
等の人事交流が行われ、中期目標の達
成に向けて着実な実施状況にある。 

研究者の待遇改善のための人
事交流促進という点が重要と
考える。任期付き研究者や客
員、プロジェクト研究員等が使
い捨てにならないよう、多くの
研究所の協調が必要であるが、
そのための努力がなされてい
る。 

（２）競争的環境の醸成 
研究テーマに応じた適切な研究者の
当用が行われ、業務評価の実施によ
り研究所内に競争的環境を醸成す
る。 

研究所内の競争的環境を醸成す
るため、個人の業績評価を行い
処遇へ反映させる。 

３ 

個人業務実績報告書を参考とした勤
務評定による個人の業績評価、研究者
格付審査委員会による研究者の昇格、
採用区分にとらわれない能力主義で
の登用、理事長による特殊功績者表
彰、特許関係の報償、海外留学制度等、
競争的環境を醸成する多様な制度を
構築・運用しており、特に優れた実施
状況にあると言える。 
 

 

（３）間接業務の効率化による一般
管理費の縮減 
ペーパーレス化の推進等により間接
業務の効率化を図り、研究者が研究
業務に専念できるような環境を整備
する。また、一般管理費については、
中期目標期間中に２％程度を抑制す
る。 

文書事務処理の簡素化、迅速化、
共同購入やペーパーレス化の推
進等により、研究部門の負担軽
減や業務運営の効率化を図る。 

３ 

文書の電子メール化、文書の両面コピ
ー化等により用紙の購入枚数を約２
割削減した。 
また、武蔵野地区の３つの独立行政法
人による、単価契約による共同購入を
拡充することで、共同購入品総額の約
２割の節約をした。 
更に、厳格な予算管理と競争原理の徹
底により、一般管理費は 109,670 千
円（アスベスト工事を除く）で 14 年
度に比べ 20％の減となり、特に優れ
た実施状況にあると言える。 

 



 

  

（４）研究所の運営総経費に占める
研究業務経費割合の拡大 
国土交通省からの委託研究や外部競
争的資金を獲得して行う研究に積極
的に取り組み、中期目標期間中にお
ける研究所の運営総経費に占める研
究経費の割合を 35％程度とする。 

－ ３ 

国土交通省からの受託研究や民間
からの受託研究及び競争的資金の
獲得など 外部資金の導入に努力した
結果、平成 13～15 年度の３年間
で 運営総経費における研究経費の割
合が 46.1％と 目標に対して大幅に
上回 ることに成功し、特に優れた実施
状況にあると言える。 

 

（５）アウトソーシングの推進 
施設の運転業務や計測業務等のアウ
トソーシングを進める。 

施設の運転業務、計測業務等に
ついて、非定型的なものを除き
アウトソーシングを進める。 

２ 

研究所用車の運転業務及び 模型船
製作等作業のうち、研究所の職員が行
っていた準備作業等の２件を新たに
アウトソーシングした結果、約５百
万円の節約が図られ、中期目標の達
成に向けて着実な実施状況にある。 

 

２．国民に提供するサービスその他
の業務の質の向上に関する事項 
（１）研究対象領域の設定 
研究所が取り組むべき 5 つの研究分
野について、基礎研究から実用化ま
で幅広く手がける。 

－ ２ 

海上輸送の安全、海上輸送の高度化、
海洋の開発、海洋環境の保全及び基礎
的・先導的シーズの研究項目につい
て、運営費交付金及び外部資金を最大
限に活用しつつ実施しており、中期目
標の達成に向けて着実な実施状況に
ある。 

 

（２）中期目標の期間中に重点的に
取り組む研究 
中期目標の期間中に特に重点的に取
り組む研究課題について、適切に選
定し着実に実施する。また、中期目
標期間中の研究経費総額のうち、重
点的に取り組む研究に係る割合を
75％程度とする。 

平成１５年度においては､競争
的資金等の外部資金の活用、経
常研究費の重点配算を行い、以
下の研究に重点的に取り組むこ
ととする。（「以下」について
は年度計画参照） 
また、今後、運輸施設整備事業
団が公募する運輸分野における
基礎的研究推進制度等に応募
し、更なる競争的資金の獲得に
努める。 

３ 

外部資金の獲得に努め、受託研究 80
件や競争的資金による研究 22 件を
実施し、中期計画に掲げられた重点研
究を積極的に実施した。 
また、経常研究費による研究について
も予算等の面で優先的に扱うなど重
点的に取り組んだ結果、15 年度の重
点研究費の研究費総額に占める割
合は 81%、３年間の累計は 87％
と 目標を大きく上回っており、 特
に優れた実施状況にあると言える。 

海上輸送安全確保・高度化、海
洋開発、海洋環境保全等、わが
国にとって必要かつ重要な研
究課題であり、一層の成果が上
がることを期待する。 



 

  

（３）効率的な研究実施 
① 研究規模に応じて、研究グループ
制度等を活用しつつ、機動的な研究
実施体制を構築する。 

国が企画した受託研究、競争的
資金による大規模な研究につい
ては、効率的な研究の実施を図
るため領域横断的な研究プロジ
ェクトチームを設置する。 ２ 

計６件の研究プロジェクトチームを
活用した横断的、効率的な研究の実施
のほか、月次報告による管理や年度毎
の事前・事後報告に基づく指導等、機
動的な研究実施体制の構築を図って
おり、中期目標の達成に向けて着実な
実施状況にある。 

成果を出すべく努力がなされ
ており、次年度以降に努力の結
果が現れることに期待する。 

② 研究費の効率的な活用という観
点から各研究テーマの性格等を勘案
し、特別研究として実施するもの、
経常研究費を用いて行うもの、国か
らの受託研究等により行うものに分
けて実施する。 

経常研究費については、研究所
の研究戦略を踏まえた研究テー
マの事前評価を行うことによ
り、引き続き重点的な配算を行
う。 
また、研究の実施についても研
究所の研究戦略を踏まえた中間
評価、事後評価を行い、その効
率的かつ適切な実施を引き続き
図る。 
 

３ 

特別研究では中期計画に定められた
研究内容を実施するための５件、指定
研究では 16 件に重点配算を行った。
また、基盤―萌芽―開発という研究分
類別に視点を見直した評価方法と研
究総コストの算出を新たに導入した
研究マネージメント方法により、次年
度の指定研究として 15 課題を選定
し、重点配算するとともに、継続課題
の中から２課題は中断する等、実質的
な研究課題の選別を行った。 
研究テーマの選定における定量的評
価の活用等、極めて有効な制度に基づ
いて運営していることは評価でき、特
に優れた実施状況にあると言える。 

 

（４）研究交流の促進 
（産学官の連携推進） 
研究成果の外部への発信及び利用促
進を図るとともに、民間企業や大学
等から研究所に対する共同研究や委
託研究の要望に積極的に対応する。 

民間企業等からの受託研究を積
極的に推進する。 
また、研究所において研究を実
施する際にも、研究の効率的実
施の観点から、他の研究機関や
企業等との連携が適していると
思われるものに関しては積極的
に共同研究等を行う。具体的に
は、平成１５年度において、共
同研究及び受託研究を８８件以
上実施する。 

３ 

共同研究及び受託研究の合計は 155
件（平成 14 年度に比べて 17％増）、
独法後３年間で 391 件であり、目標
（中期目標期間中に延べ 440 件以上
実施）の達成に向けて積極的な取り組
みがなされている。 
また、大学との連携を図るため、大阪
大学や日本大学、東京電機大学と協定
を締結し、共同研究の実施や大学院生
の受け入れ、博士論文の指導など具体
的な協力を実施した。 

順調に産学官の連携が進んで
いるようであるが、業務実績報
告書によると個々の重要性、進
展性の差異は大きく、連携推進
の困難さも見て取れる。 



 

  

更に、出前講座や技術相談窓口を開設
し、研究成果の普及や受託研究の拡大
を図るとともに、顧客満足度調査の結
果に基づき請負契約の規程類を整備
する等、民間委託研究についても、適
切なフォローを行っており、特に優れ
た実施状況にあると言える。 

（人的交流の推進） 
国内外の研究機関との間で研究者の
受け入れ及び派遣（留学を含む）を
行い、人的交流を推進する。 

国内外の研究機関との間で研究
者の受け入れ及び派遣（留学を
含む。）を行う。 
なお、その際、日本学術振興会
等が実施する国内外の研究者の
国内研究機関への受け入れ制度
等を積極的に活用する。 
 

２ 

外国人特別研究員（日本学術振興会）
2 名や重点支援協力員（科学技術振興
事業団）７名など研究員の受け入れを
行った。 
また、原子力関係在外研究員派遣制度
（文部科学省）により１名がインド、
平成 13 年度に新設した海上技術安
全研究所長期在外研究員派遣制度に
より２名が英国及びブラジルに長期
留学した。この内、サンパウロ大学に
派遣した１名は、当研究所と同大学及
びペトロブラス社との研究連携を促
進する等、限られた人数の研究員を用
いての人材交流に意欲的であり、中期
目標の達成に向けて着実な実施状況
にある。 

人的交流と今後研究所が強化
すべき工学分野との関係につ
いて、方針説明が必要と思われ
る。 
 

（５）研究成果の発表及び活用促進 
研究発表会やシンポジウム、ワーク
ショップの開催および広報誌の発行
やインターネットを通じて、研究成
果の普及や情報の提供を行う。 

研究成果を普及するための発表
会を年２回開催する。 
研究活動を紹介する広報誌「海
技研ニュース」を年３回発行す
るとともに、インターネットを
通じた情報提供を行う。 
船舶技術に係る知的基盤の整備
に資するため、研究報告を年６
回発行するとともに、データベ
ースの拡充を図る。 
技術情報の収集体制を強化し、

３ 

研究発表会１回及び講演会３回の開
催、広報誌「海技研ニュース」４回の
発行、ホームページの改訂によるア
ク セ ス 件 数 の 増 加  (平 成 14 年
度：６万件、平成 15 年度：10 万
件 )、 海技研報告６冊の発行、データ
ベースの拡充（新たに４件公開、１件
更新）、海の総合情報誌「船と海のサ
イエンス」（季刊）計４号の発刊等、
年度計画に示された目標は全て達成
されている。 

研究所本来の任務を考えると、
研究交流の要素が少ないアウ
トリーチ活動としての広報は
なるべく外部委託で研究者に
負担にならない形で行う努力
も必要であろうと思われる。 



 

  

船の総合情報誌を発刊する。 
海事展示会へ参画する。 
なお、平成１５年度においては
論文及び口頭による発表を 254
件以上行うとともに、質の向上
を図り著名雑誌への掲載数を増
加させる。特許取得、プログラ
ム登録に関する講習会を開催す
る。 
平成１５年度においては特許出
願を８件以上、プログラム登録
を５件以上行う。 

また、所外発表論文 294 件、特許出
願 36 件、プログラム登録 26 件（特
許及びプログラムの使用料は、平成
14 年度に比べ 170 万円増）、更に、
研究成果及び専門的知識の活用促
進を目的とした 技術相談窓口を開設
するなど成果の発表及び活用促進に
意欲的であり、特に優れた実施状況に
あると言える。 

（６）施設・設備の外部による利用
等 
我が国の造船・海運関連産業の技術
ポテンシャルの維持・向上及び研究
施設の効率的活用を図るため、外部
研究機関等から利用希望がある場合
は、積極的に施設を貸与する。 

外部研究機関や中小事業者等か
ら当所試験研究施設の利用希望
が出された場合は、積極的にこ
れら施設を貸与するとともに、
利用を促進する。 
また、施設の見学希望について
は、随時これに対応するととも
に、一般市民を対象とした施設
公開を年２回行う。 

３ 

研究所が保有する設備等の外部利用
促進のため、主要設備等ごとにホーム
ページ上で貸付料金表を公開した。 
その他、船型開発と水槽試験技術の高
度化を図ることを目的とする研究業
務協力の一環として、（財）日本造船
技術センターに 400m 水槽等の施設
貸与を行った。その結果、施設・設備
の外部利用実績は合計９件で貸与料
収入は 33,772 千円であった。 
また、研究所内施設の一般公開を３回
開催し、希望に応じて所内見学に 32
件対応する等、その積極的な取り組み
は評価でき、特に優れた実施状況にあ
ると言える。 
 

研究所の本来の任務とアウト
リーチ活動をどう折り合いを
つけるべきか、困難な課題であ
るとは思う。施設・設備の外部
利用は、研究所の資金源の１つ
でもあり、一定の重要性をもつ
ものとして貸与の基準、申請方
式等の一層の洗練が望まれる。 

（７）国際活動の活性化 
① シンポジウム、国際会議の開催等
を通じて、海外の研究機関との間の
技術情報の交換や国際的な研究協力
を推進する。 

船底防汚塗料に関する国際シン
ポジウムを開催する他、海外の
研究機関との間の技術情報の交
換、国際的な研究協力を推進す
る。 
 

２ 

４件の国際シンポジウムを開催する
とともに、サンパウロ大学と海底油田
開発に係る研究協力に関する協力協
定を締結するなど国際活動、国際研究
協力の実があがっており、中期目標の
達成に向けて着実な実施状況にある。 
 

 



 

  

② IMO や ISO 等における国際基準
策定等に関して、専門家派遣等の技
術的支援を行い、日本提案の作成に
貢献する。 

国が対応する IMO、ISO 等にお
ける国際基準策定等に対応して
国際基準協議グループを設置
し、専門家派遣等の技術的支援
を行い、日本提案の作成に貢献
する。 ２ 

研究統括主幹を責任者とする国際基
準協議グループを組織し、若手を中心
に IMO や ISO の委員会、小委員会に
のべ 36 人を参加させ、国の取り組み
に主体的に貢献した。 
また、研究所の職員が議長やプロジェ
クトリーダーを務めることで、国際基
準策定に係る検討段階から最終段階
に至るまで、産・学・官と連携して国
際貢献を推進しており、中期目標の達
成に向けて着実な実施状況にある。 

国際基準の設定に資するデー
タを提供したことは疑いを入
れないが、定量的データが他の
部分と比べて不足している感
が否めない。 

３．予算（人件費の見積もりを含
む。）、収支計画及び資金計画 
（１）予算 

・年度計画参照 

２ 

年度予算実施計画書によれば、適切な
執行状況にあり、中期目標の達成に向
け着実な実施状況にある。 

 

（２）収支計画 ・年度計画参照 

３ 

損益計算書によれば、過年度利益の修
正益等を除き、実質的な利益として約
61 百万円を得ており、特に優れた実
施状況にあると言える。 

 

（３）資金計画 ・年度計画参照 

２ 

キャッシュ・フロー計算書によれば、
中期目標の達成に向け着実な実施状
況にある。 

 

４．短期借入金の限度額 予見し難い事故等の事由に限
り、資金不足となる場合におけ
る短期借入金の限度額は、700
百万円とする。 

－ 

平成 15 年度は該当なし。  

５．重要な財産を譲渡し、又は担保
にする計画 － － 

平成 15 年度は該当なし。  



 

  

６．剰余金の使途 
剰余金の使途は 
①施設・設備の整備 
②業務に必要な土地、建物の購入 
③海外交流事業の実施 
④所内公募型研究の実施財源 
とする。 

剰余金が発生した場合には、独
立行政法人通則法及び中期計画
に従い、適切な処理を行う。 

－ 

平成 15 年度は該当なし。  

７．その他主務省令で定める業務運
営に関する重要事項 
（１）施設及び設備に関する計画 
研究実施上、必要な施設の整備を行
うとともに、既存の必要な施設・設
備に対し、維持管理に予算を重点配
分するとともに効率的な運営を行
う。 

既存の施設・設備については、
研究を実施していく上で必要不
可欠なものの維持管理に予算を
重点配算するとともに、効率的
に運営する。 
 

２ 

平成 17 年度に計画されているリス
ク解析システムの整備及び情報基盤
の整備について、システムや電算機の
動向調査やニーズの検討など準備を
行った。 
また、既存施設等の維持管理について
は、低温実験棟のフロンガス交換など
プロジェクト研究に必要なものに重
点配算し、中期目標の達成に向け着実
な実施状況にある。 
 

 

（２）人事に関する計画 
（幅広い人材の登用） 
民間経験者や高い専門性を有する研
究者の選考採用を行い、幅広い人材
の登用を図る。 

民間経験者や高い専門性を有す
る研究者の選考採用を行い、幅
広い人材の登用を図る。 

２ 

試験採用者３名、選考採用者３名、任
期付研究者４名に加え、民間から１名
を採用し、研究所の研究戦略上の重要
分野で、研究資源を集中させている物
流研究センターに配属するなど幅広
い人材の登用が図られている。 
また、国家公務員試験初級採用の業績
優良な 40 代の研究者を研究計画課
長に抜擢するなど、試験の採用区分に
とらわれない能力主義での登用・配置
も行われ、中期目標の達成に向け着実
な実施状況にある。 

 



 

  

（人員計画） 
研究業務に関する計画を実施するに
あたり適切な人員配置を行う。 

研究業務に関する計画を実施す
るにあたり適正な人員配置をす
る。また、業務運営の効率化な
どにより、退職者の補充を抑制
することにより、平成１５年度
末の常勤職員数を期初と較べて
１名削減する。 

２ 

1 名の人員削減を実施することで年
度計画上の目標値を達成しており、中
期目標の達成に向け着実な実施状況
にある。 

独立行政法人化したこの研究
所にとって適切な人員配置は
重要な課題であり、着実な成果
が望まれる。 

 
＜記入要領＞・項目ごとの「評定結果」の欄に、以下の段階的評定を記入するとともに、その右の「評定理由」欄に理由を記入する。 

３点：中期目標の達成に向けて特に優れた実施状況にあると認められる。 
２点：中期目標の達成に向けて着実な実施状況にあると認められる。 
１点：中期目標の達成に向けて概ね着実な実施状況にあると認められる。 
０点：中期目標の達成に向けて着実な実施状況にあると認められず、業務改善が必要である。 

・必要な場合には、右欄に意見を記入する。 



平成１５年度業務実績評価調書：独立行政法人海上技術安全研究所 
 

総合的な評定 
 
 

業 務 運 営 評 価（実施状況全体） 
 

 
極めて順調 順 調 概ね順調 要努力 評定理由 

 

〇  
  各項目の合計点数＝59 

 項目数（24）Ｘ２＝48 
 下記公式＝123％ 

＜記入要領＞・個別項目の認定結果をもとに、以下の判断基準により、それぞれの欄に○を記入する。 
○（各項目の合計点数）／（項目数に２を乗じた数）が１３０％以上である場合には、「極

めて順調」とする。 
○（各項目の合計点数）／（項目数に２を乗じた数）が１００％以上１３０％未満である

場合には、「順調」とする。 
○（各項目の合計点数）／（項目数に２を乗じた数）が７０％以上１００％未満である場

合には、「概ね順調」とする。 
○（各項目の合計点数）／（項目数に２を乗じた数）が７０％未満である場合には、「要努

力」とする。 
・ 但し、評価の境界値に近接している場合であって、法人の主要な業務の実績に鑑み、上位

又は下位のランクに評価を変更すべき特段の事情がある場合には、理由を明記した上で変
更することができる。 

 

自 主 改 善 努 力 評 価 
 

評 定 評 定 理 由 

－ 

元々業務運営に成果を挙げていた法人であるが、法人が説明を行っ
た自主改善努力については昨年度の対比で言えば「相当程度の実践
的努力が認められる」とは言えない。 
 

＜記入要領＞・自主改善努力が意欲的かつ前向きで、優れた実践事例として認められる場合には、評定欄
に「相当程度の実践的努力が認められる」と記入し、認められない場合には「－」と記入
する。いずれの場合においても、その右の「評定理由」欄に、取組みの事例を含め、その
理由を記入する。 

 

業 務 全 般 に 関 す る 意 見 
 

これまで本研究所の自主改善努力は目覚しいものがあったが、平成 15 年度はやや停滞している印象があ
る。限られたマンパワーで、重点テーマ、基盤テーマ、受託、全てを拡大していくことは不可能なので、
所としての望ましいリソース配分を考える時期にきているのではないか。 

 




